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〔提案事項〕 

 

食物アレルギーで給食を食べられない場合は、給食費を返還するべきではないか。 
 

 
〔現況等〕 

 

現在提供している給食の中で、牛乳アレルギー等と診断され、牛乳が飲めない児童生徒につ

いては、平成２８年度から単価が一定な牛乳代の返還を行っているが、その他の食物アレルギ

ーで食べられないメニューがあった児童生徒については、メニューによって食材費が違うこと

や、提供する給食の品数も日によって異なることなどから、単価を設定することは困難である

ため、給食費の返還は行っておらず、定額の給食費をお支払いただいている。 

 

 
〔政策提案を受けての対策〕 

 

学校給食費の取扱いにつきましては、伊万里市学校給食運営委員会の中で最終的に決定され

ることになるので、他市の事例等を参考にしながら、運営委員会において返還できる方向で、

今後協議を行っていく。 

 
〔対応状況・令和元年９月３０日現在 完了〕 

 

食物アレルギー等による給食費の返還について、平成３１年２月１９日に伊万里市学校給食

運営委員会幹事会を開催し、給食費返還に向けた協議を行い、返還する方向での方針を決定。 
 令和元年７月８日開催予定の伊万里市学校給食運営委員会において「伊万里市学校給食の食

物アレルギー等を有する児童生徒に係る給食費取扱要領」を制定し、同年２学期からの給食を

対象として運用を開始した。 
 

 
 
 


